
 

 

 

第 21 回 経 済 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 1 

2 3 

文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年  月 日 決裁 平成  年 月 日 

議 長  副 議 長   局 長  次  長  主 査  主  査  担 当 

  

文書取扱主任 

 

開催年月日 平成21年11月24日（火曜日） 開会 14時 02分 閉会 15時 12分 

開 催 場 所 第三委員会室 

出 席 委 員 
山木、清水、中田、山腰、田村、水口 事 

務 

局 

田湯次長 

委員外議員～窪之内、井上、本間 山本主査 

欠 席 委 員 なし  

説 明 員  別紙のとおり 

議 件 別紙のとおり 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

の 

 

 

 

概 

 

 

 

要 

  

１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、すべて報告済みとした。 

（１）平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算（第３号）について 

（２）農地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について  

 ・ 滝川市農業振興条例の一部改正 

 ・ 滝川市普通河川管理条例及び滝川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正 

（３）平成21年度滝川市一般会計補正予算について 

 ・ 農業振興補償融資貸付金の補正 

（４）商店会等魅力アップ支援事業の取り組み状況ついて 

（５）大規模小売店舗立地法に基づく変更届について 

（６）公の施設の指定管理者の指定について  

２．第４回定例会以降の調査事項について～別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

３．その他について 

 ○ 多田部長から社団法人たきかわ観光協会におけるパークゴルフ場の取り組み経過に 

   ついて報告があった。 

 ○ 若山部次長から滝川市緊急雇用対策会議の報告があった。 

４．次回委員会の日程について 

正副委員長に一任することとした。 

 

 

  

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 



 

 

 

平成21年11月20日 4 

 5 

 滝川市議会議長 中 田   翼 様 6 

 7 

                            滝川市長       田 村   弘 8 

   滝川市農業委員会会長 太 田 康 雄 9 

 10 

 11 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 12 

 13 

 平成21年11月４日付け滝議第130号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求について、次 14 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 15 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 16 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 17 

 18 

記 19 

 20 

 滝川市長の委任を受けた者 21 

  経済部長     多 田 幸 秀 22 

  経済部次長     若 山 重 樹 23 

  経済部商工労働課副主幹    志 賀 久 幸 24 

  経済部商工労働課主任主事   青 木 康 男 25 

  経済部商工労働課元気タウン推進室長  千 田 史 朗 26 

  経済部商工労働課元気タウン推進室次長  長 瀬 文 敬 27 

  経済部商工労働課元気タウン推進室主査  加 地 幸 治 28 

  経済部農政課長     新 井 敏 幸 29 

  経済部農政課副主幹    鎌 塚 忠 夫 30 

  経済部農政課主査    木 村   純 31 

  経済部農政課主任主事    山 本 健 裕 32 

  建設部長     大 平 正 一 33 

  建設部土木課長     川 本   滋 34 

  建設部土木課副主幹    尾 崎   敦 35 

  建設部土木課主任技師    二本柳   仁 36 

  建設部土木課都市計画室長   千 葉   強 37 

  建設部土木課都市計画室副主幹   武 藤 一 男 38 

  建設部土木課都市計画室主査   赤 松 敏 子 39 

 40 

 滝川市農業委員会会長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者 41 

  農業委員会事務局主査    森 脇   修 42 

 43 

                               （総務部総務課総務グループ） 44 

 45 

 46 



 

 

 

第21回 経済建設常任委員会 47 

                                                    48 

H21.11.24(火 )14:00～ 49 

第 三 委 員 会 室 50 

 51 

○ 開  会 52 

  53 

○ 委員長挨拶（委員動静）  54 

  55 

    56 

１． 所管からの報告事項について 57 

 58 

《建設部》 59 

（１）平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算（第３号）について    （資料）都市計画室 60 

 61 

《建設部・経済部》 62 

（２）農地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 63 

について                              （資料） 64 

 ・ 滝川市農業振興条例の一部改正                        農 政 課 65 

 ・ 滝川市普通河川管理条例及び滝川市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正   土 木 課 66 

                                     67 

《経済部》 68 

（３）平成21年度滝川市一般会計補正予算について            （資料）農 政 課 69 

 ・ 農業振興補償融資貸付金の補正                    70 

 71 

（４）商店会等魅力アップ支援事業の取り組み状況について        （資料）商工労働課 72 

 73 

（５）大規模小売店舗立地法に基づく変更届について            （資料）商工労働課 74 

 75 

（６）公の施設の指定管理者の指定について               （資料）商工労働課 76 

 77 

２．第４回定例会以降の調査事項について（別紙） 78 

 79 

 80 

３．その他について  81 

 82 

 83 

４．次回委員会の日程について 84 

 85 

 86 

○ 閉  会 87 

 88 

 89 

 90 



 

１ 

 

 91 

第２１回 経済建設常任委員会 92 

H21.11.24 (火)14：00～ 93 

第 三 委 員 会 室 94 

開 会 １４：０２ 95 

委員動静報告 96 

委 員 長 全員出席。委員外議員～窪之内、井上、本間。北海道新聞の傍聴を許可する。 97 

１． 所管からの報告事項について 98 

委 員 長      議案関連については、（１）、（２）、（３）、（６）の４件である。議案審査にな 99 

         らぬように留意願う。先に建設部より（１）について説明願う。 100 

（１） （１）平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算（第３号）について 101 

千葉室長     （別紙資料に基づき説明する。） 102 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。(なし)（１）は報告済みとする。（２）につ 103 

         いて説明願う。 104 

（２）農地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条 105 

例について 106 

・ 滝川市農業振興条例の一部改正 107 

          ・ 滝川市普通河川管理条例及び滝川市準用河川流水占用料等徴収条例の一 108 

部改正 109 

多田部長     （別紙資料に基づき説明する。） 110 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 111 

井上委員外議員  標準小作料が廃止されるとのことだが、実際の運用は今後どうなるのか伺う。 112 

多田部長     今までは貸し手と借り手の中で標準小作料を定めていた。この標準小作料とい 113 

うのは小作料委員会を設けて、貸し手と借り手、あるいはその中に農業委員会 114 

や農政課も入りながら地域の標準の小作料を定め、これを基本として実際の賃 115 

貸が行われていた。農地法により標準小作料が廃止になると、借りたい方と貸 116 

したい方の相対の中で金額が定まっていくことになる。貸したい方は尐しでも 117 

多い金額で貸したいし、借りたい方は安く借りたいということになってくるの 118 

で、従前からある標準小作料や賃貸の実績を踏まえた中で行われていくのでは 119 

ないかと思っている。ただし、農業委員会から小作料の廃止に伴って地域が混 120 

乱するのではないかということが懸念されることから、国からの指導でこうい 121 

う形で取引されているという情報を公開することになっている。現在において 122 

は、平成20年１月から12月までこのように賃貸が行われたということを翌年 123 

に公開していき、この金額が参考になるのではと所管では思っている。 124 

井上委員外議員  今までは契約をして農業委員会がその事務を行っていた。それと同じようなこ 125 

とがＪＡを通じて斡旋をすると聞いているが、個々の農家ではどのようになる 126 

のか伺う。 127 

多田部長     ＪＡは農地保有合理化法人で農家との間に入って契約等を進めているというこ 128 

とで、農業委員会はその斡旋等を行っている。今後とも斡旋等については行っ 129 

ていくことになる。例えば滝川地域の中で標準小作料を定めていて、滝川の西 130 

側は幾ら、東側が幾ら、江部乙では幾らといった基準がなくなるだけで、斡旋 131 

などのＪＡが行っている部分については今までどおり実行されていくことにな 132 

ろうかと思う。 133 

委 員 長     当面は行い、その窓口はどこになるのかという質疑と思うがよいか。 134 



 

２ 

 

井上委員外議員  事務作業的なことは農業委員会がやるし、基準になっている反当たり幾らかを 135 

提示しないで自由に値段を決めるということでいいのか。 136 

多田部長     今までは適正な価格ということで基準となるものを示した中で賃貸が行われて 137 

きたが、必要とする方、あるいは借りたい方と貸したい方の間で希望により上 138 

げたり下げたり比較的自由にできるようになった。国はこのことによって農地 139 

の流動化等が今までよりも図られるのではとの趣旨で標準小作料が廃止になっ 140 

たということである。 141 

委 員 長     すべてがこれによって不都合になるというのではなく、都合のよいところも悪 142 

いところもできるかもしれないが、逆にないことによって進むのではないか。 143 

全国一律のことで、足かせがなくなったということでは北海道には有利な話で 144 

ある。他に質疑はあるか。（なし）（２）は報告済みとする。（３）について説明 145 

願う。 146 

（３）平成21年度滝川市一般会計補正予算について 147 

・ 農業振興補償融資貸付金の補正 148 

新井課長     （別紙資料に基づき説明する。）  149 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 150 

山  腰     制度に該当しない農業者というのはどういう方で、この方々に市が融資をする 151 

ということだが、直接なのかＪＡを通してやるのか伺う。 152 

新井課長     ＪＡの資金については信用保証協会の保証を得られるものということがあって、 153 

保証の得られない方もいるのではないかということである。これはＪＡを通し 154 

て貸し付けするものである。 155 

山  腰     借りる方には非常によいと思うのだが、常識的に考えて保証協会が保証しない 156 

ものについては滝川市が責任を持つということになるのか伺う。 157 

新井課長     この資金を借りる当市の融資でも保証人は２名つけていただくことになってい 158 

         る。 159 

多田部長     基本的にＪＡが通常貸すということになると、4.9％の資金というのがある。道       160 

がこういう形で北海道信連がつくった 0.9％に対して、道と市と協調で限りな 161 

くゼロ％に近い無利子の制度にしていこうということで道が今予定している。 162 

それにあわせて滝川市も一部の利子補給をしようということで、それに乗らな 163 

い人はＪＡが基本的に理事会の中で貸し付けを実行できるかどうかという判断 164 

をしてＪＡが貸し付けを行うという中身になっている。そういう状況ではある 165 

がこの冷湿害対策について６月中旪から７月中旪にかけて例年の３倍の雨が降 166 

ったというのは５年、10 年に一度のそうそうある状況ではないと考えていて、 167 

なるべくならば低利の融資ということで保証協会と同程度の原資の貸し付けを 168 

行って利率を下げていく。保証はあくまでもＪＡにしていただき、焦げつきは 169 

起こらないと判断をしている。 170 

山  腰     保証人をつけると言ったが、ＪＡも保証人になるということか伺う。 171 

多田部長     どんなものにも連帯保証人２名をつけてお金を借りるということになるが、そ 172 

ればかりではなくＪＡもこの人に貸せるかどうか理事会を開いた中で決定して 173 

責任をとっていかなければならない。農家の焦げつきということになると、結 174 

局はＪＡにもはね返ってくる面もあり慎重に審議した中で保証人２名はつける 175 

が、さらに審査をして貸せるかどうかの判断をしていく。 176 

委 員 長     確実に被害が多くて乗った人はよいが、対象枠から外れた人とはどんな人なの 177 

かといった説明がほしい。 178 



 

３ 

 

多田部長     外れた方がどういった方が想定されるかというと、過去に負債を抱えていた方 179 

ということになる。負債も先行投資的なものもあるが、経営の中でどうしても 180 

保証協会の保証がつかない方が出てくる。ことしの冷湿害の部分で約２億数千 181 

万円の減収になっている対象者を見ると、そういった方も中に含まれていると 182 

いうことである。そういった方に何とか市とＪＡが協調する中で低利の融資を 183 

実行していきたいと考えている。 184 

山  腰     それはよいことと思うが、全国市町村の中で単独でやっているところがあると 185 

思うが、道が指導したということではなく、滝川市がＪＡと協調して 2,100万 186 

円の枠で、率先して枠から外れた人に融資をするということなのか。また、管 187 

内の市町村でそのようにしているところがあるのか伺う。 188 

新井課長     ＪＡたきかわ管内ではいない。管外は把握していない。 189 

委 員 長     他に質疑はあるか。 190 

副委員長     市の制度であるということだが、ＪＡが保証融資をして市にはリスクや影響が 191 

ないという答弁だったと思うが、市にリスクがあるのであればどういったリス 192 

クがあるのか伺う。 193 

多田部長     実際に保証人を２名つけてＪＡが理事会を通して、組織として貸し付けを実行 194 

できると判断をして市に書類として上がってきたときに書類的には市も審査を 195 

していくことになる。そういった面では全く市にリスクがないかというとそう 196 

はならないと思うが、ＪＡが組織として回収できるという判断がされて、その 197 

書類を持って滝川市に来ていることを踏まえればそういったことは尐ないので 198 

はないかと思う。 199 

委 員 長     他に質疑はあるか。 200 

井上委員外議員  ① 冷湿害という名称について説明願う。 201 

         ② 滝川市でこれにかかわる対象者はどれくらいいるのか伺う。 202 

         ③ この制度そのものは資金からいうと、国の制度なのか道の制度なのか伺う。 203 

④ 利子補給が何％なのかはっきりするのはいつなのか伺う。 204 

⑤ 国が戸別所得方式と言っているが、まさにこのことに関連してくるのでは 205 

ないかと思うがどうなのか伺う。 206 

多田部長     ③④ ＪＡが冷湿害等についての農業経営緊急支援資金という制度をつくった。 207 

この支援資金については減収額に対して 0.9％の利子で貸し付け実行するとい 208 

う制度である。この 0.9％を何とか下げようということで、道がこの上向きの 209 

制度をつくったということである。道がつくった制度というのは市町村と一緒 210 

になってこの 0.9％を圧縮しようというもので、0.45％から0.9％の範囲内にし 211 

ようというものである。市と道で 0.9％を補てんすればゼロ％ということで、 212 

無利子で北海道信連がつくった経営支援資金を借りることができるといった制 213 

度である。今のところ道と市で協調した中でゼロ％に近い形でしたいと思って 214 

いるが、道の利子助成の制度が12月中旪ごろには決まるので、それにあわせて 215 

やりたいということである。この制度でもさらに乗っかれない人たちが出てく 216 

ることが想定されるので、市とＪＡとで別な資金をつくるという３段階の流れ 217 

になっている。 218 

新井課長     ① 冷湿害の意味については、雨が多かったことによって麦、大豆などの穂発 219 

芽時期に湿害が出たものであり、道が冷湿害と言っているのは低温と雨による 220 

災害のことである。   221 

         ② 対象者の数は共済との関連もあるが、実際に共済金の申告では麦では９割 222 



 

４ 

 

の方が共済に申告している。米については 18戸の方と聞いている。現実には共 223 

済にかかるかかからないかのぎりぎりのラインの方が多かったと想定している。 224 

そういった方々が当然減収していることになるので、それに対しての資金対応 225 

という形になる。 226 

多田部長     ③④ 市とＪＡとの融資制度について若干補足する。補正予算額として 1,100 227 

万円を組んであるが原資の３分の１を市がＪＡに供給をする。農家はこの３倍 228 

の3,300万円まで借りることができる。借りたいといった額の３分の１の原資 229 

を市がＪＡに融資することによって利率を下げることができるというのが、保 230 

証融資制度である。その制度を冷害低温対策として1,100万円を予算化する中 231 

身である。ＪＡの3,300万円のうち市が1,100万円融資するのでおのずと3,300 232 

万円と2,200万円では利率が下がってくる。原資は保証融資の別枠でと考えて 233 

いる。 234 

委 員 長     他に質疑はあるか。 235 

本間委員外議員  ① 3,300万円という金額で16.5件分だと思うが、この程度の金額で間に合う 236 

のか伺う。 237 

② 非常に苦しんでいるときに保証人が２人というのもハードルがどうなのか 238 

ということも含めて伺う。 239 

新井課長     ① 部長からも説明があったように、ＪＡの低融資の活用をすればかなりの部 240 

分が救えると考えている。それから漏れた方の対応ということなので、金額的 241 

にはこの金額でできると考えている。 242 

         ② 保証人が２人というのはどうかという質問であるが、市の制度といっても 243 

あくまでも貸付金でありこの形で進めたいと思っている。 244 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（３）は報告済みとする。（４）、（５）について説明 245 

         願う。 246 

         （４）商店会等魅力アップ支援事業の取り組み状況ついて 247 

         （５）大規模小売店舗立地法に基づく変更届について 248 

千田室長     （別紙資料に基づき説明する。） 249 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 250 

田  村     事業者が(株)デンコードーになっているが、株式会社アイマトンは賃貸なのか 251 

それとも売買なのか伺う。 252 

千田室長     デンコードーが事業主で賃貸と伺っている。 253 

委 員 長     他に質疑はあるか。 254 

副委員長     ① 商店会等魅力アップ支援事業であるが、９月定例会で中心市街地以外の商 255 

店街支援という大きな目的を持って始めた事業で、早速の報告ということでよ 256 

かったと思うが、ほかの商店会ではどのような受けとめ方や企画等が始まって 257 

いるのかについて伺う。 258 

         ② 江部乙商工会が100万円採択されたということだが、中心市街地にかけて 259 

きた費用から見れば江部乙にも400万円や500万円が必要であれば市としても 260 

支援する必要があると思うが、来年度もまたこれをやりたいと言うと継続して 261 

やっていけるのかを伺う。 262 

千田室長     ①② 今江部乙で１件提案をいただいている。ほかのところでは西町、滝の川 263 

を含めて説明に行ったときに西町の方は何か提案したいということで仕組みづ 264 

くりを考えているところで、江部乙についてもこれがワンステップということ 265 

で、来年度についてもこれをステップにまた提案したいという話もある。来年 266 



 

５ 

 

度についても商工労働課としては予算要求していくつもりでいる。来年度予算 267 

については議会の承認もいることなので幾らになるかわからないが、尐なくて 268 

も３件程度はＰＲして元気なまちづくりを目指したいと考えている。 269 

副委員長     ① アイマトンのほうであるが、この規模というのはマックスバリュ並みの大 270 

きさだと思うが、特に食品という点では郊外型大型店が市内に占める比率がさ 271 

らに高まるということで、商店会の応援をしても焼け石に水になる可能性も強 272 

いと思う。東町の食料品の店舗面積割合が市内においてどれくらいにふえると 273 

把握しているのか伺う。 274 

         ② 今の生鮮おろしがそのまま大きくなる雰囲気なのか。図面では寿司などた 275 

くさんの店舗があるのでマックスバリュのような感じになるのかと思うが、テ 276 

ナントも入るのか、どんな店舗になるのか伺う。 277 

千田室長     ② アイマトンの面積が何平方メートルかは確認していないが、今の店舗から 278 

移転すると聞いている。今の店舗の今後の利用については考えていないという 279 

ことで、今の店舗が手狭になったので拡大したいとの話を聞いている。寿司と 280 

いう話だが、惣菜ということで考えているようだが、詳しい事業内容は把握し 281 

ていない。 282 

① 基本的にアイマトンは 郊外店で、1,000平方メートル以上の事業をやって 283 

いると思うが、それが1.5倍ぐらいになるということで、郊外店同士でさほど 284 

影響があるとは考えていない。 285 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（４）、（５）は報告済みとする。（６）について説明 286 

         願う。 287 

         （６）公の施設の指定管理者の指定について 288 

若山部次長    （別紙資料に基づき説明する。） 289 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 290 

千田室長     先ほどの副委員長の質問で既存のアイマトンの面積を把握していないと答弁し 291 

たが、後日、正式な面積がわかり次第お知らせしたい。 292 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（６）は報告済みとする。 293 

         ２．第４回定例会以降の調査事項について 294 

委 員 長     別紙配付のとおりでよいか。 295 

副委員長     第三セクターに対する調査をしなくてはならない時代になったのではないかと 296 

思う。財政健全化計画の中で第三セクターの赤字等も含まれる時代になってい 297 

る。当委員会では振興公社、グリーンズ、農業開発公社の３つの第三セクター 298 

事業を抱えているということで、経済建設常任委員会として閉会中の継続調査 299 

項目に入れるということを提案したいと思う。 300 

委 員 長     今の提案について皆さんの意見を伺いたい。委員を派遣しているときはよかっ 301 

たが現在は第三セクターできちんと役員構成されているので難しい問題である。 302 

ただ、報告を受ける程度はよいかと思うが調査権の問題もあるので、そのよう 303 

な意見があったということでまとめたいと思うがいかがか。 304 

中  田     この問題は第三セクターに派遣しなくなってからだんだんと話題として出てき 305 

た問題で、議会としてどう対応していくかということを理事者とも十分話して 306 

いきたいと思う。特に近年、議員個人がいろいろ動いていた中でどうしても摩 307 

擦がある。議会としてどう対応していくかについては避けられない問題なので、 308 

なるべく早い時点で話し合いを持って方向性を決めたい。 309 

委 員 長     そういう意見があったということで、委員会としてもその件について調査する。 310 



 

６ 

 

他に質疑はあるか。（なし）第４回定例会以降の調査事項は別紙調査項目のとお 311 

りと決定する。 312 

         ３．その他について 313 

委 員 長     その他について何かあるか。 314 

多田部長     観光協会におけるパークゴルフ場の取り組み経過について報告させていただく。 315 

社団法人たきかわ観光協会におけるパークゴルフ場の検討結果について、先の 316 

９月議会で副委員長からの質問に市長から、観光協会の検討を待って対応する 317 

と答弁させていただいた。協会はこの事業に対してことし６月以降、理事会や 318 

役員会の審議を重ねてきたところ、11 月 13 日の観光協会理事会において取り 319 

組みを凍結するという結論に至った。その理由の主なものとしては、協会とし 320 

てはみずからが取り組む非常に重要な事業であることから、理事会での全会一 321 

致をもって進めるべきとしていた。ところが理事会で協会が責任を持って事業 322 

展開できるのかなど、事業責任についての厳しい意見や慎重な意見があったこ 323 

とから、観光協会の会長判断として凍結の提案をして理事会に諮り了承された。 324 

若山部次長    緊急雇用対策会議について報告させていただく。滝川市の緊急雇用対策会議が 325 

ことし１月に設立され開催された。これは派遣切りであるとかいろいろな形で 326 

一時問題になった時期に、市であるとかハローワーク、商工会議所、商工会、 327 

建設協会、市内の短大、高校を含めた中で開催した。昨今、高校生の就職率が 328 

相当悪くなって報道等もされている中で、これはそのまま見過ごすわけにはい 329 

かないということから、11 月 11 日に急遽、緊急雇用対策会議を開催した。滝 330 

川地域の雇用実態または就職内定状況を市内各高校の新規学卒者等、就職状況 331 

の報告をその中で行い、昨年対比で滝川工業高等学校では10月末現在で86.5％ 332 

だったものが 63.8％。滝川市立西高等学校においては 54.2％が 36.5％で大変 333 

厳しいという中身の報告であった。各機関、団体の取り組みとしても公共職業 334 

安定所からは緊急人材育成の制度紹介であるとか、スキルアップセンターは職 335 

業訓練の取り組みや、各学校からも就業体験の職業観であるとかインターシッ 336 

プであるとかの報告があったが、この会議の中で企業側の新規採用は、市内企 337 

業においても新規採用するよりも現状維持でリストラしないという方向で一生 338 

懸命されているようである。採用するとしても即戦力になるような人材を今は 339 

採用したいという意見が出された。これを受けて今後、市、ハローワーク、商 340 

工会、商工会議所、建設協会でどういうことができるのかをともに協議してい 341 

こうということになり、具体策としてはまだできていないが、新規学卒者の就 342 

職について尐しでも市内に就職できるように頑張っていきたいと思っているの 343 

でよろしくお願いしたい。 344 

委 員 長     報告が終わった。この件について質疑はあるか。 345 

副委員長     ① 観光協会のほうについては、市のほうにそういう形で報告されたというこ 346 

とで誠意ある対応をしていただいたと思う。ただ、どういう形で内容を把握さ 347 

れたのかについて経過を伺いたい。 348 

         ② 緊急雇用で所管が違うかもしれないが、昨年、開西団地の住宅３戸をあけ 349 

たが、ことしは緊急雇用対策として検討されているのか、所管として関係して 350 

いれば伺う。 351 

多田部長     ① 私が観光協会の理事の立場であることから、観光協会に出向いて議論もさ 352 

せていただき、行政と観光協会とのパイプ役を担っている。そういった中で先 353 

の議会で議論があったことから、経済建設常任委員会に今回報告させていただ 354 



 

７ 

 

いた。 355 

若山部次長    ② 緊急雇用の件で昨年は雇いどめや派遣切りの問題で、公営住宅の関係はそ 356 

の方たちが滝川に戻ってくるのではないか、そのときの住むところの確保も考 357 

えようということで、滝川市全体で行政として何ができるかを考えたときに、 358 

その部分は建築住宅課が担っていたということで、取りまとめは私たちで行い、 359 

その結果、１人が相談に来たが最終的には入居しなかった。それに伴い総務課 360 

でもパートを雇ったりもした。ことしについては建築住宅課で公営住宅のこと 361 

をどう考えているかわからないが、経済部としては派遣切りですぐ戻ってくる 362 

ということは昨年とは違った状況であることからまだ考えていない。 363 

副委員長     昨年の九、十月後、３月に一つの節目があった。状況としてはよくなっている 364 

どころか悪くなっている。２人から話を聞いているが、１人は息子が東京で滝 365 

川出身の友人宅に住ませてもらっている。派遣切りされた友達２人と３人で暮 366 

らしている。もう一人からは、息子が行方不明になりそうで帰って来ざるを得 367 

ない状況であるなどと言われた。今、所管に話を聞くと住宅が全く空いていな 368 

い状況であるということで、需要としてはゼロでないことは間違いない。そう 369 

いった状況になったときにすぐ対応できればよいが検討を求めたいと思う。答 370 

弁不要。 371 

千田室長     副委員長からの質疑への答弁であるが、現在の店舗面積は 665.97平方メートル 372 

で計画では 1,660平方メートルくらいということで、おおむね2.5倍の面積に 373 

なる。 374 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）報告済みとする。 375 

 ４．次回委員会の日程について 376 

委 員 長     次回委員会の日程については、正副委員長に一任願えるか。（よし） 377 

         以上をもって、第 21回経済建設常任委員会を閉会する。 378 

 379 

閉 会 １５：１２ 380 

 381 

 382 


